
2017 年度 北信越学生サッカー選手権大会 

兼 第 41 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会要項 

 

1．名 称 北信越学生サッカー選手権大会兼 

     総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 

2．目 的 本大会は北信越地域の大学が平等の立場において、北信越地域の覇者たると、

総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント(以下全日本大会という)に北信

越代表として出場する栄誉を競うとともに、競技を通じて体力と人格の向上

を期し、併せてサッカー競技の普及発展に寄与することを目的とする。 

3．主  催 (一社)北信越サッカー協会並びに、北信越大学サッカー連盟 

4．主 管 開催県サッカー協会並びに、開催県大学サッカー連盟 

5. 後  援 福井県坂井市教育委員会 

6．期 日 1 回 戦  5月 20日 

       2 回 戦  6月 3日・4日 

       準 々 決 勝  6月 10 日・11日 

       準 決 勝  6月 24 日 

       決勝・3 位決定戦  6月 25 日 

7．会 場 各県(別紙参照) 

8．参加申込 別紙参照 

9．組 合 せ 別紙参照 

10．参加資格 本大会への参加は、2017 年度(公財)日本サッカー協会並びに、全日本大学  

サッカー連盟に登録されている単独の大学生を以って構成されているチーム

で、次の資格を有する者に限る。 

（1）チーム 大会実施年度の加盟登録手続きを完了し、登録料納入済であること。 

（2）選  手 2017 年度の当該チームの登録選手であることとし、人数は 30名以内とす

る。 

（3）選手証 （公財）日本サッカー協会発行の選手証（写真貼付）を必ず代表者会議に

て提示し、提示なき者は出場できない。 

（4）ユニフォーム （公財）日本サッカー協会ユニフォーム規定に従うこと。また、  

登録選手の背番号は、原則 1番から 30番までとする（ＧＫが複数人いる場

合は、31番から 50番までの間で許可する）。 

（5）外国籍選手 1チーム 5名まで登録でき、1試合 3名まで出場できる。 

11．試合形式 

（1）前年度の北信越大学サッカーリーグにおける年間順位に従いシードチームを決定

し、トーナメント方式により北信越代表チームを決定する。 

（2）試合時間は 90 分とし、決しない場合は PK 方式により次戦への出場チームを決定

する。なお、準々決勝、準決勝、及び決勝は 20分の延長戦を行い、決しない場合は

PK方式により決定する。 

（3）競技規則は本年度の（公財）日本サッカー協会「サッカー競技規則」による。 



（4）すべての試合の出場登録選手は 18名以内とし、選手交代は最大 3名まで認められ

る。 

（5）ベンチ内に入ることができる人数は、23名以内とする。 

（6）警告および退場 

①警告による出場停止 

本大会で累積された警告が 2回となった選手は、自動的に本大会における次の

1 試合について出場停止処分を受ける。また、同一試合において 2 回の警告に

よる退場を命じられた選手は、本大会内で次の最低 1試合について出場停止処

分を受ける。 

②退場による出場停止 

本大会で一発退場を命じられた選手、及び退席を命じられた役員は、次の最低

1試合に出場することができない。 

（7）試合の中止・順延については、北信越大学サッカー連盟が定める「中止・順延等の

取り扱いに関する内規」に従うものとする。 

12．代表者会議 各試合の開始原則 70 分前より会場本部席において代表者会議を行うこと

とし、参加チームの代表者は必ず出席する。 

13.表彰 

  （1）優勝、準優勝、及び 3位チームについて表彰を行う。 

  （2）フェアープレー賞については、準決勝進出チームの中から該当するチームがある場

合に表彰を行う。 

  （3）得点王、及びアシスト王については、準決勝進出チームより選出を行う。 

14.その他   

（1）試合開始前のグラウンド内での練習は試合時刻原則 25分前より約 10分間とする。

（ピッチコンディション不良の場合は許可しない場合がある。） 

（2）マルチボールシステムについては、ゴールラインとタッチラインにボールを持っ 

たボールボーイ 4 名ボールを持たないボールボーイ 4 名、計 8 名を原則配置する。 

（3）試合中の負傷等の傷害についての対応は、原則各チームで行うこととする。なお、

選手は各自で保険証を持参することが望ましい。 

（4）本大会要項に記載されていない事項については、北信越大学サッカー連盟運営委員

会において協議し決定する。 

15．大会事務局 

   大会事務局は松本大学に置く。 

16．附則 

（1）本運営要綱は、2017 年 4月 1日より施行・改正する。 


